
 

 

 

議案第６４号 

 

山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について  

 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

  令和４年９月２日提出 

 

                 山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 山陽小野田市手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９０号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１４の４の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改める。 

 別表第１５に次のように加える。 

５ 長期優良住

宅維持保全

計画認定申

請手数料

（既存住

宅） 

法法第５条の規定に基づ

く長期優良住宅維持保

全計画の認定（既存住

宅） 

ア 一戸建ての建築物（専ら人の

居住の用に供するものに限る。

以下この項において同じ） 

１件につき ７４，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外の建築

物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以下のも

の ７４，０００円 

１００平方メートルを超え ５

００平方メートル以下のもの 

１７４，０００円 

５００平方メートルを超える

もの ２７７，０００円 



 

 

 

備考 

１ 確認書等の添付がある場合の手数料の金額は、一戸建

ての建築物にあっては５６，０００円を、一戸建ての建

築物以外の建築物にあっては次の各号に掲げる床面積の

合計の区分に応じ、当該各号に定める額を、それぞれ前

記の手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの ５６，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方メートル以下

のもの １４１，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの ２２２，０００

円 

２ 同一の建築物について同時に２以上の申請が行われる

場合の手数料の金額は、前記の手数料の金額を申請に係

る建築物の戸数の合計数で除し、これに申請に係る戸数

をそれぞれ乗じて得た金額（その金額に１００円未満の

端数があるときは、これを１００円に切り上げるものと

する。）とする。 

６ 長期優良住

宅維持保全

計画変更認

定申請手数

料（既存住

宅） 

法法第８条の規定に基づ

く長期優良住宅維持保

全計画の変更認定（既

存住宅） 

ア 住宅の構造又は設備に変更が

生ずるもの 

１件につき 

５の項の備考２の規定を適用し

ないものとして計算した場合に

おける長期優良住宅維持保全計

画認定申請手数料（既存住宅）

の金額に２分の１を乗じて得た

額 

イ 住宅の構造及び設備に変更が

生じないもの 

１件につき 



 

 

 

１戸 １０，０００円 

２戸以上５戸以下のもの    

１８，０００円 

６戸以上１０戸以下のもの  

２９，０００円 

備考 

１ ５の項の備考２は、この場合に準用する。 

附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表第１４の改正

規定は、公布の日から施行する。 
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議案第６４号参考資料 

山陽小野田市手数料徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１４（第２条関係） 別表第１４（第２条関係） 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この表にお

いて「法」という。）に関する事務 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この表にお

いて「法」という。）に関する事務 

 名称 事務 金額 

(略) （略） （略） （略） 

４ 仮設建築

物建築許

可申請手

数料 

法第８５条第６項

の規定に基づく仮

設建築物の建築の

許可 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル

以下のもの    

１６，０００円 

１００平方メートル

を超え５００平方メ

ートル以下のもの 

６０，０００円 

５００平方メートル

を超えるもの   

１２０，０００円 

(略) (略) (略) (略) 
 

 名称 事務 金額 

(略) （略） （略） （略） 

４ 仮設建築

物建築許

可申請手

数料 

法第８５条第５項

の規定に基づく仮

設建築物の建築の

許可 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル

以下のもの    

１６，０００円 

１００平方メートル

を超え５００平方メ

ートル以下のもの 

６０，０００円 

５００平方メートル

を超えるもの   

１２０，０００円 

(略) (略) (略) (略) 
 

 

別表第１５（第２条関係） 

 
別表第１５（第２条関係） 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律  長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律
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第８７号。以下この表において「法」という。）に関する

事務 

第８７号。以下この表において「法」という。）に関する

事務 

 名称 事務 金額 

(略) (略) (略) (略) 

４ 長期優良

住宅建築

等計画変

更認定申

請手数料

（既存住

宅） 

法第８条の規定に

基づく長期優良住

宅建築等計画の変

更認定（既存住宅） 

 

ア 住宅の構造又は設備

に変更が生ずるもの 

 １件につき 

 １の項の備考２及び３

の規定を適用しないも

のとして計算した場合

における長期優良住宅

建築等計画認定申請手

数料（既存住宅）の金

額の２分の１を乗じて

得た額 

イ 住宅の構造及び設備

に変更が生じないもの 

 １件につき 

 １戸 １０，０００円 

 ２戸以上５戸以下のも

 の １８，０００円 

 ６戸以上１０戸以下の

もの ２９，０００円 

  備考 

１ 法第８条第２項において準用する法第６

 名称 事務 金額 

(略) (略) (略) (略) 

４ 長期優良

住宅建築

等計画変

更認定申

請手数料

（既存住

宅） 

法第８条の規定に

基づく長期優良住

宅建築等計画の変

更認定（既存住宅） 

 

ア 住宅の構造又は設備

に変更が生ずるもの 

 １件につき 

 １の項の備考２及び３

の規定を適用しないも

のとして計算した場合

における長期優良住宅

建築等計画認定申請手

数料（既存住宅）の金

額の２分の１を乗じて

得た額 

イ 住宅の構造及び設備

に変更が生じないもの 

 １件につき 

 １戸 １０，０００円 

 ２戸以上５戸以下のも

 の １８，０００円 

 ６戸以上１０戸以下の

 もの ２９，０００円 

  備考 

１ 法第８条第２項において準用する法第６
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条第２項の規定による申出をする場合の手

数料の金額は、別表第１４の１の項に規定す

る建築物等確認申請手数料の金額に相当す

る額を、前記の手数料の金額に加算した金額

とする。 

２ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

（既存住宅）に関する部分の備考３は、こ

の場合に準用する。 

５ 長期優良

住宅維持

保全計画

認定申請

手数料

（既存住

宅） 

法法第５条の規定に

基づく長期優良住

宅維持保全計画の

認定（既存住宅） 

ア 一戸建ての建築物

（専ら人の居住の用に

供するものに限る。以

下この項において同

じ） 

１件につき     

 ７４，０００円 

イ 一戸建ての建築物以

外の建築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル

以下のもの    

７４，０００円 

１００平方メートル

を超え５００平方メ

ートル以下のもの 

１７４，０００円 

条第２項の規定による申出をする場合の手

数料の金額は、別表第１４の１の項に規定す

る建築物等確認申請手数料の金額に相当す

る額を、前記の手数料の金額に加算した金額

とする。 

２ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

（既存住宅）に関する部分の備考３は、こ

の場合に準用する。 
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５００平方メートル

を超えるもの   

２７７，０００円 

備考 

１ 確認書等の添付がある場合の手数料の金

額は、一戸建ての建築物にあっては５６，

０００円を、一戸建ての建築物以外の建築

物にあっては次の各号に掲げる床面積の合

計の区分に応じ、当該各号に定める額を、

それぞれ前記の手数料の金額から減じた金

額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの   

５６，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方

メートル以下のもの １４１，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの  

２２２，０００円 

２ 同一の建築物について同時に２以上の申

請が行われる場合の手数料の金額は、前記

の手数料の金額を申請に係る建築物の戸数

の合計数で除し、これに申請に係る戸数を

それぞれ乗じて得た金額（その金額に１００

円未満の端数があるときは、これを１００

円に切り上げるものとする。）とする。 
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６ 長期優良

住宅維持

保全計画

変更認定

申請手数

料（既存

住宅） 

法法第８条の規定

に基づく長期優

良住宅維持保全

計画の変更認定

（既存住宅） 

ア 住宅の構造又は設備に

変更が生ずるもの 

１件につき 

５の項の備考２の規定を

適用しないものとして計

算した場合における長期

優良住宅維持保全計画認

定申請手数料（既存住

宅）の金額に２分の１を

乗じて得た額 

イ 住宅の構造及び設備に

変更が生じないもの 

１件につき 

１戸 １０，０００円 

２戸以上５戸以下のも

の １８，０００円 

６戸以上１０戸以下の

もの ２９，０００円 

備考 

１ ５の項の備考２は、この場合に準用す

る。 
 

 
 

  

 

 

 

 


